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「「「「関西関西関西関西ＩＭＩＭＩＭＩＭネットワークネットワークネットワークネットワーク協議会協議会協議会協議会」」」」会則会則会則会則    

 

 （名称） 第１条 本会の名称は、「関西ＩＭネットワーク協議会」と称する。 
 （目的） 第２条 本会は、関西地域に設置されたビジネス・インキュベーション（以下、「ＢＩ施設」という。）に所属するインキュベーションマネージャー（以下、「ＩＭ」という。）がネットワークを構築し、情報発信の機能強化、スキルアップ等に資する事業を実施することにより、各入居企業の成長を促進するより質の高い支援を提供するとともに、ＩＭの地位向上及びＢＩの認知度の向上を図ることを目的とする。 
 （事業） 第３条 本会の事業として、会員は共同して次に掲げる事業活動を行う。   （１）研究会、講演会、シンポジウム、ワークショップ、セミナ－などの会員が自発的に行う事業   （２）会員相互の情報交流、インキュベーション設置者、中小企業支援機関等の官民の関連団体との連絡、交流、協力等を図るために必要な事業   （３）その他、前条の目的を達成するために必要な事業 
 （会員） 第４条 本会の会員は、次のいずれかに該当する者であって、別紙１「メーリングリスト」に登録された者とする。   （１）関西地域に設置されたＢＩ施設で、ＩＭとして活動する者   （２）関西地域に設置されたＢＩ施設を管理運営する団体等に所属する者   （３）過去に、（１）又は（２）の職にあった者で、引き続き本会の活動に対して参加意思を有する者   （４）その他、企画部会の推薦を受けて、会長が参加することを認めた者 
 （入会） 第５条 本会に入会しようとする者は、別紙２の入会申込書に必要事項を記載のうえ、事務局に提出するものとする。    ２ 事務局は、入会申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容の審査を企画部会に諮るものとする。 

 

 



 ３ 企画部会は、内容を審査した結果、前条第１号～第３号に該当するものと認める場合は、「メーリングリスト」に登録する。 ４ 企画部会は、内容を審査した結果、前条第４号に該当する者として入会を認める場合は、会長に承認を求めるものとする。 ５ 前項の規定による会長の承認が得られた場合は、第３項の規定を準用する。 
 （退会及び資格の喪失） 第６条 会員は、別紙３の退会届を事務局に提出することにより、本人の自由意思をもって退会することができる。    ２ 会員が次のいずれかの事項に該当する行為を行った場合は、資格を喪失するものとする。 （１）公序良俗に違反する行為 （２）法令に違反する行為 （３）選挙運動、若しくは、これに類似する行為、または宗教等への勧誘などの行為 （４）他の会員又は第三者に対して、著しい不利益を与える行為 （５）本会の活動や運営を妨害する行為 （６）その他、本会の目的に反し、本会の名誉を傷つける行為   ３ 企画部会は、前項各号の一つに該当する事象が生じたと認める場合は、本人にその事実確認を行い、会長に報告を行った後、当該会員が資格を喪失するに至ったことを他の会員に通知するものとする。   （会長、副会長及びその任期、選出方法） 第７条 本会に、会長１名及び副会長２名を置く。    ２ 任期は１年とし、無報酬とする。ただし、再任は妨げない。 ３ 役員の選出は、前年度の企画部会の総意により推薦することを基本とし、適格者が見つからない場合は、総会時において、出席している会員の中から互選により選出するものとする。 
 （会長及び副会長の職責） 第８条 会長は、次の職責を司る。 （１）本会の運営及び事業活動の全体総括 （２）第５条第４項の規定に基づく入会の承認   （３）第６条第３項の規定に基づく資格喪失の報告    ２ 副会長は、会長を補佐する。    ３ 会長に事故がある場合は、副会長が代行する。 

 

 

 

 



（企画部会）  第９条 本会の円滑な運営、並びに、事業活動の充実及び強化を図るため、複数（１０名程度）の会員（以下「企画部会メンバー」という。）で構成する企画部会を設置する。    ２ 企画部会は、原則として、毎月１回開催するものとする。    ３ 企画部会メンバーは、第３条に規定する事業の支援のほか、他の条項に規定する事項、その他緊急を要する事項等に対して、共同し、または、分担してその職務にあたる。    ４ 企画部会メンバーの選出は、現メンバーが次年度メンバーを推薦することとし、再任は妨げない。 
 （総会） 第１０条 本会は、各年度（６月目途）に１回、全会員をもって構成する総会を開催する。 ２ 総会は、次の事項について議決（承認）する。 （１）会則の改正 （２）解散  （３）前年度の事業活動報告 （４）次年度の活動方針及び事業活動計画 （５）会長及び副会長の選出 （６）企画部会メンバーの選出 （７）その他、本会の運営及び事業活動に関する重要事項    ３ 総会の招集は、事務局が最新のメーリングリストに基づき行うものとする。 
 （事務局） 第１１条 本会の運営等に関する事務を処理するため、事務局を設置する。 ２ 事務局は、企画部会メンバーの一人が所属する組織内に置くこととする。   ただし、当面の間は、近畿経済産業局創業・経営支援課に置く。 （費用） 第１２条 本会の運営及び事業活動に関連して発生した費用は、第三者がこれを負担するものを除き、その都度会員から相当額を徴収して支払うものとする。 
 （その他） 第１３条 本会の運営等に関して、本会則に規定されていない事項のほか、会員相互間で紛争等が生じたときは、会員相互の協力のもとで、その解決に向けて努力するものとする。 
 

 

 

 

 



（附  則） 
 第１条 本会則は、平成２０年６月１１日付けをもって制定する。 
 第２条 本会則の制定に伴い、「関西ＩＭネットワーク協議会会則」（平成１７年６月１５日制定）は廃止する。 
 第３条 本則第４条の規定による会員については、メーリングリストが整備されるまでは、なお従前の例による。 


